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  2021 年 11 月 17 日 

勝 浦 市 

東日本旅客鉄道株式会社千葉支社  

 

    勝浦市・東日本旅客鉄道株式会社 
   「地域活性化起業人」派遣に関する協定の締結について  

協定内容 

派遣期間：2021年 12月１日から 2024年 11月 30日まで（予定） 

業務内容：勝浦市観光協会の地域ＤＭＯ（※）としての活動推進及び、観光コンテンツの企

画・立案・実行をするための業務に従事します。 

 

※ ＤＭＯ：観光地域づくり法人  

観光地域づくり法人（DMO）とは、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に

立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するた

めの戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人です。 

 

なお、勝浦市、JR東日本ともに同制度による協定締結は今回が初めてであり、勝浦市と JR東日

本のマッチングは、公益財団法人 千葉県産業振興センターよりご協力をいただきました。 

 

 

     

 

○ 勝浦市（市長：土屋 元）と東日本旅客鉄道株式会社千葉支社（執行役員千葉支社長：

中川 晴美 以下、JR東日本千葉支社）は、総務省の地域活性化起業人制度（企業人材

派遣制度）を活用した、「地域活性化起業人制度による派遣に関する協定」の締結式

を、2021年 11月 24日（水）に行います。 

○ 本協定に基づき、JR東日本千葉支社から 2021年 12月より「地域活性化起業人」として

社員１名を勝浦市に派遣し、勝浦市の観光振興に関する業務に従事します。 

※画像は全てイメージです 


